
 「公共マリーナ等の利用の推進について」の取扱いについて（通
知）

技術基準の種類:例規
通知日　　　　:平成10年４月９日

                                                       港   第  ４  号
                                                       平成10年４月９日

 
倉吉土木事務所長 

米子土木事務所長 

鳥取港湾事務所長 

殿 

     土　木　部　長

    「公共マリーナ等の利用の推進について」の取扱いについて（通知）

  このことについて、運輸省港湾局環境整備課長から別添写しのとおり通知がありました。
　ついては、今後の業務を適正に処理してください。
　なお、平成８年11月１日付港環第82号運輸省港湾局環境整備課長通達の写しを添付しますので、参考に
してください。

                                                       港  環  27  号
                                                       平成10年３月31日

鳥取県土木部長　殿
    運輸省港湾局環境整備課長

「公共マリーナ等の利用の推進について」の取扱いについて

  標記については、平成８年11月１日付け港環第82号運輸省港湾局環境整備課長通達により通知したところであるが、
通達記中［別添－１］を別添のとおり改訂したので、今後の取り扱いに注意されたい。
　なお、貴都道府県管内の市町村管理に係る地方港湾の港湾管理者には、貴職よりこの旨周知方お願いする。

（了）

別　添
公共マリーナ等利用状況調査　実施要領

１．概要
　公共マリーナ並びにプレジャーボートスポット（PBS）及びボートパーク（BP）の係留・保管施設の収容能力、収容隻
数等を把握するとともに、当該施設を利用した行事等の時期、内容及び利用者数等の利用状況を調査するものである。

２．調査対象施設
　施設の全部又は一部が港湾整備事業（国庫補助事業）により整備された、供用中の公共マリーナ並びにプレジャーボー
トスポット（PBS）及びボートパーク（BP）を調査対象施設とする。

３．調査内容
　調査票１、調査票２、調査票３による。

４．調査回数
　毎年度、前期、後期の２回実施。

５．調査対象期間
　４月１日～９月30日を前期、10月１日～翌年３月31日を後期とする。

６．提出期限
　提出期限は、前期については10月15日、後期については４月15日とする。

７．提出先
　管轄する港湾建設局等に提出するものとする。（別紙－１参照）

８．適用
　本実施要領は平成10年４月１日より適用する。



調査票１　記入要領
　調査票１では、調査担当者及び連絡先について記入する。

①：調査対象期間

②：港湾・地区名

③：港湾管理者名

④：港湾管理者担当者名

⑤：港湾管理者担当者所属部署・住所・連

絡先

⑥：係留・保管施設名称

⑦：係留・保管施設運営組織名称

⑧：係留・保管施設運営組織担当者名

⑨：係留・保管施設住所・連絡先

⑩：供用年月

・調査対象の年度を記入し、前期または後期のいずれかに○をする。

・係留・保管施設が所在する港湾・地区名を記入する。

・施設が所在する港湾の港湾管理者名を記入する。

・本調査における港湾管理者の窓口担当者名を記入する。

・港湾管理者の窓口担当者の所属部署名、住所及び連絡先を記入す

る。

・係留・保管施設（マリーナ、PBS、BP）の名称を記入する。

・係留・保管施設の運営組織の名称を記入する。

・本調査における係留・保管施設運営組織の窓口担当者名を記入す

る。

・係留・保管施設の所在地住所及び連絡先を記入する。

・供用（暫定供用を含む）開始年月を記入する。

（記入例）
調査票１　既存マリーナ等基礎調査票



調査票１　既存マリーナ等基礎調査票



調査票２　記入要領
　調査票２では、調査対象施設の収容能力（実際に収容している区画＋空き区画）と、収容隻数（収容している隻数）
とを、係留・保管形態別、艇種別、利用形態別に把握することを目的に調査を行い、以下の要領に基づいて記入する。

①：調査対象期間

②：係留・保管施設名称

③：係留・保管の形態

④：艇種区分

⑤：長期保管

⑥：一時利用

⑦：（長期保管）収容能力

⑧：（長期保管）収容隻数

・調査対象の年度を記入し、前期または後期のいずれかに○をする。

・係留・保管施設（マリーナ、PBS、BP）の名称を記入する。

・係留・保管の形態については以下の２分類とする。

　１）陸上保管

　　　陸上のボートヤード等で収容すること。

　２）水面係留

　　　水面の係留施設で収容すること。

・調査対象施設に収容されているすべての艇を以下のとおり５つの艇種に分類す

る。

艇種等の定義は別紙－２を参照のこと。

　１）ディンギーヨット（DY）

　２）クルーザーヨット（CY）

　３）大型モーターボート（MB大）

　４）小型モーターボート（MB小）

　５）その他

・１ヶ月以上連続して、マリーナ等の係留・保管施設を利用すること。

・１ヶ月未満の短期間、マリーナ等の係留・保管施設を利用すること。イベ

ント時の寄港や、土日等の一時的な寄港等の利用がこれにあたる。

・係留・保管施設の収容能力（実際に収容している区画＋空き区画）のうち、長

期

保管の用に供する区画数を記入する。調査時点は、対象期間最終日（前期の場合

は９月30日、後期の場合は３月31日）とする。

・係留・保管施設に収容されている艇のうち、長期保管されている隻数を記入す

る。

調査時点は、対象期間最終日（前期の場合は９月30日、後期の場合は３月31日）

とする。

⑨：（一時利用）収容能力

⑩：（一時利用）収容隻数

・係留・保管施設の収容能力（実際に収容している区画＋空き区画）のうち、

一時利用の用に供する区画数を記入する。調査時点は、対象期間最終日（前

期の場合は９月30日、後期の場合は３月31日）とする。

・係留・保管施設に収容されている艇のうち、一時利用されている隻数を記入す

る。

調査時点は、対象期間内において一時利用艇数が多い３日分とする。

（注）収容能力（⑦、⑨）について



○収容能力は係留保管施設の艇種別区画数（実際に艇を収容している区画＋空き区画）に着目して記入する。
○マリーナにおいて、区画が艇種別に明確に区分されていない場合については、各港湾管理者の判断で、MB大とMB小の
  ２区分に分類して記入すること。
○PBS、BPにおいては、全てMB小用の区画として記入すること。

（記入例）
調査票２　既存マリーナ等係留・保管施設利用状況調査票



調査票２　既存マリーナ等係留・保管施設利用状況調査票



調査票３　記入要領
調査票３では、調査対象期間内に調査対象施設で行われた全てのイベント等について記入する。

①：係田・保管施設名称

②：調査対象期間

③：月日

④：行事名称

⑤：行事内容名称

⑥：対象番号

⑦：内容番号

⑧：利用者数

・係留・保管施設（マリーナ、PBS、BP）の名称を記入する。

・調査対象の年度を記入し、前期または後期のいずれかに○をする。

・行事等の開催月日を記入する。

・行事等の名称を記入する。

・行事等の内容毎の名称を記入する。

・イベントの主な対象者を以下の番号から選び記入する。

１．当該施設に艇を係留・保管しているボートオーナー

２．他の施設等で艇を係留・保管しているボートオーナー

３．一般来訪者

４．学校関係者（クラブ等）

５．その他

・イベントの内容を以下の番号から選び記入する。

１．競技

２．レクリエーション

３．講習等啓蒙活動

４．免許教室

５．学校教育

６．試乗会

７．その他

・行事で利用された、艇種・艇数及び参加者・入場者数等を記入す
る。

（注）：記入欄に収まらない場合は複数枚に及んでも可。



（記入例）
調査票３　既存マリーナ等イベント実施状況調査票



調査票３　既存マリーナ等イベント実施状況調査票



  
調査票提出先一覧



艇種区分の一覧

                                                       事  務  連  絡
                                                       平成10年３月31日

鳥取県　土木部港湾課長　殿
    運輸省港湾局環境整備課

専門官　伊藤　博信

「公共マリーナ等の利用の促進について」の取り扱いについて

  標記については、平成10年３月31日付港環第27号運輸省港湾局環境整備課長通達により通知したところであるが、
当該通達は平成10年度より適用されるものであることから、平成９年度分については従前通り、平成８年11月１日
付け港環第82号により提出されたい。

　  平成９年度調査の対象施設は別紙１、平成10年度調査の対象施設は別紙２のとおりである。
　  なお、貴都道府県管内の市町村管理に係る地方港湾の港湾管理者には、貴職よりこの旨周知方お願いする。



       別紙１
    平成９年度調査対象施設

     調査対象公共マリーナ一覧　　　　　　　　　　　　　　調査対象PBS一覧



                                                                                      別紙２
平成10年度調査対象施設一覧

                                                       港  環  第  82 号
                                                       平成８年11月１日

鳥取県土木部長　殿
     運輸省港湾局環境整備課

    「公共マリーナ等の利用の推進について」の取扱いについて

  運輸省港湾局長から都道府県知事及び重要港湾の港湾管理者の長宛て平成８年11月１日付け港環第81号「公共マリー
ナ等の利用の推進について」について通知したところであるが、その運用等については、下記により対応願いたい。

　  なお、貴都道府県管内の市町村管理に係る地方港湾の港湾管理者には、貴職よりこの旨周知方お願いする。

記

（１）及び（２）について
　運輸省港湾局では、放置艇問題の解消を図るため、長期的かつ広範な視点から検討を行う有識者懇談会「プレ
ジャーボート保管対策懇談会」を（社）日本マリーナ・ビーチ協会に設置し、プレジャーボートの係留・保管や施
設の管理運営のあり方などについて検討を行っている。
　ここでいう「中間報告」は、この有識者懇談会（第２回10月18日開催）においてプレジャーボート係留・保管
対策の基本方針と主要な施策について中間的に取りまとめられたものである。今後引き続き検討を進め、今年度末
に最終報告がなされる予定である。



（３）について
定期的に利用状況等を報告することについては、［別添－１］により提出願いたい。

（了）

公共マリーナ等利用状況調査　実施要領

  公共マリーナ及びPBSにおける係留・保管施設の収容能力、現有預かり艇数及び当該年度の最大一時利用艇数・月日を
把握するとともに、当該施設を利用した行事等の時期、内容及び利用者数等も把握する。

（調査時期・対象期間）
調査時期　　　　　：毎年８月31日現在
調査対象期間　　　：最大一時利用艇数・月日については当該年度（４月１日～翌年３月31日）とする。

（調査票提出時期）
当該年度分については、翌年度の４月30日までに提出するものとする。

（調査票提出先）
　〒100　東京都千代田区霞が関2－1－3

運輸省港湾局環境整備課　　　　　　　　電話03（3580）3111（内7407）

（調査対象）
港湾整備事業（国庫補助事業）により整備された、供用中の公共マリーナ及びPBSを調査対象とする。
なお平成８年度分については、別紙「調査対象施設表」の公共マリーナ及びPBSを調査対象とする。

調査票記入要領

①都道府県名、記入時の年月日を記入

②本調査の問合わせについて対応可能な調査担当者名を記入

　③調査担当者の所属部署および連絡先を記入

　④保管施設（マリーナ及びPBS）の名称を記入

　⑤保管施設の所在地及び連絡先を記入

　⑥保管施設の所在港湾・地区名を記入

　⑦一般市民への供用開始年月を記入（施設整備のⅠ期完成年月）

　⑧保管施設の収容能力、現有預り、一時保管等及び艇種ごとの隻数
　　最大収容可能能力
　　　　当該施設における最大収容可能隻数。
　　実用保管能力
　　　　週末利用やイベント利用等のスペースを考慮した上での当該施設における実用的な長期保管隻数。計画やパン

フレット等にとらわれず、実運用上の隻数を記入すること。
　　現有預かり艇数
　　　　現在預かっている、及び保有している総艇数
　　最大一時利用艇数・月日
　　　　調査対象期間内のイベント・週末利用等による一時的な利用艇数で、最大の艇数及び最大時の月日
　　艇種区分
　　　　DY（ディンギーヨット）
　　　　CY（クルーザーヨット）
　　　　M大（モーターボート大：艇長7．5ｍ、25ftを越える艇）
　　　　M小（モーターボート小：艇長7．5ｍ、25ft以下の艇）

⑨今年度、当該施設で実施された行事等の時期、行事等名称、内容及び利用数を記入する。
　　時期　　例：９月10～15日、７月頃３回　等
　　内容　　例：ヨットレース、ヨット講習会、体験乗船会　等
　　利用数　例：行事で利用された、艇種・艇数及び参加者・入場者数



調査票　　既存マリーナ等利用状況データファイル
①都道府県名　　　　　　　　　　記入年月日　　　　　年　　月　　日



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
調査対象施設表（平成８年11月現在）
調査対象公共マリーナ一覧　　　　　　　　　　　　調査対象PBS一覧


